
別記様式第４号（第８条関係）

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課：総務部危機管理室

工事担当課：総務部危機管理室

整 理 番 号

工事等名 令和 6年度精華町防犯カメラ設置工事

工事等概要

【工事場所】

桜が丘３丁目地内、線路名・電柱番号：団地西九１R5L4(NTT電話柱)
路線名：町道桜が丘 50号線（車道）、場所：精華町桜が丘四丁目 106番地先
【工種】電気設備工事

ジャンクションボックス付 SDカードレコーダー内臓ドームカメラ
参考 IG-KHC150DWG-FBOX、SDカード、取り付け金具、材工共 1台
電柱用看板 120mm（横）以内×600mm（縦）以内 材工共 1枚
関西電力申請費 事前調査費 1箇所、諸経費 一式 1箇所
交通誘導員 A 1人、交通誘導員 B 1人、高所作業車 1 台
現場管理費 1式、共通管理費 1式

随意契約とした理由

・随契理由

本工事の設計額が 130 万円以下のため。
・根拠法令

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 1 号
精華町契約規則第 9 条第 1 項第 1 号

契約経過

・見積依頼 令和 7年 1月 28 日 依頼者数 5 者
・見積徴収 令和 7 年 2 月 12 日 見積者 3 者
辞退 2 者、失格 0 者、無効 1 者、不着 0 者
・予定価格 （税抜） （税込）【非公表】

・最低制限価格 なし【非公表】

・業者選定理由

電気設備工事の許可を有し町内に本社・本店を置いている入札参加資格

者名簿登録業者の中から全者を選定した。

契約業者名 株式会社モリタ電化 代表取締役 森田 公一郎

契約金額
（税込）

515,790円 落札率
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案件①



別記様式第４号（第８条関係）

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課： 住民部 人権啓発課

工事担当課： 住民部 人権啓発課

整 理 番 号 ３

工事等名 精華町人権センター児童館 屋外排水設備修繕工事

工事等概要

・精華町人権センター児童館 屋外排水設備修繕工事 一式

撤 去：既設ます撤去、既設汚水管撤去他

排水設備：小口径インバート桝、硬質ビニール管 他

給水設備：給水ビニール管、給水バルブ埋設用 他

土 工：コンクリート切断工、ガラ処分、再生砕石

鉄筋メッシュ、コンクリート、コンクリート打設工

随意契約とした理由

・随契理由

設計額が 130万円以下のため
・根拠法令

地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第１号
精華町契約規則第 9条第 1項第１号

契約経過

・見積依頼 令和７年２月２０日 依頼者数 ５者

・見積徴収 令和７年３月 ３日 見積者 ３者

辞退２者、失格０者、無効０者、不着０者

・予定価格 （税抜） （税込）【非公表】

・最低制限価格 設定しない

・業者選定理由

入札参加資格者名簿に登録のある町内業者で、排水設備指定工事業者で

過去の発注実績のある者の内、地区内の業者及び周辺業者を選定。

契約業者名 杉山建設株式会社 代表取締役 杉山 勇二

契約金額 792,000円（税込み） 落札率

案件②



別記様式第４号（第８条関係）

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課： 教育部 学校教育課

工事担当課： 教育部 学校教育課

整 理 番 号 ４

工事等名 令和６年度 精北小学校昇降口床改修工事

工事等概要

精北小学校昇降口床改修工事 一式

普通教室棟１階 昇降口（改修面積 53.6㎡）
撤去：既設ビニル床シート、既設床見切り

新設：ビニル床シート 厚 2mm 防滑性

センターライン（黄色）幅 60mm
床見切り 幅 40mm

随意契約とした理由

・随契理由

設計額が 130万円以下のため
・根拠法令

地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 1号
精華町契約規則第 9条第 1項第 1号

契約経過

・見積依頼 令和 7年 1月 30日 依頼者数 9者
・見積徴収 令和 7年 2月 7日 見積者 7者

辞退 2者、失格 0者、無効 0者、不着 0者
・予定価格 （税抜） （税込）【非公表】

・最低制限価格 設定しない

・業者選定理由

町内に本社・本店を置いている入札参加者名簿登録者から、建築一式工

事の許可を有し、建築工事を主としている業者を選定。

契約業者名 （株）誠工務店 代表取締役 清水 毅

契約金額 605,000円（税込み） 落札率

案件③



別記様式第４号（第８条関係）

抽出案件説明書（随意契約）

入札執行課： 上下水道部 上下水道課

工事担当課： 上下水道部 上下水道課

整 理 番 号 5

工事等名 令和６年度 北稲浄水場２号送水ポンプ吸込管等修繕

工事等概要

〇吸込管等修繕

フート弁φ100 １個

配管撤去据付工 一式

随意契約とした理由

・随契理由

地方公営企業法第 21条の 13第 1項第 1号に適合するため

・根拠法令

地方公営企業法第 21条の 13第 1項第 1号
精華町契約規則第 9条第 1項第 1号

契約経過

・見積依頼 令和 6年 12月 20日 依頼者数 3者
・見積徴収 令和 7年 1月 8日 見積者 2者

辞退 1者、失格 0者、無効 0者、不着 0者
・予定価格 （税抜） （税込）【非公表】

・最低制限価格 なし

・業者選定理由

令和 5・6年度の精華町入札参加資格者登録業者の中から機械器具設置工
事に登録しており、京都府内に本社本店及び支店、営業所がある 3社を選
定。

契約業者名 桐田機工株式会社 代表取締役社長 山田 健

契約金額 \966,900- 落札率

案件④




